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●大阪灯標（整流ブイ）付近の航法

18.2秒）を左舷に見て航行すること。
② 同灯標の半径１km以内には錨泊しないこと。

※注）堺航路から出航し、友ヶ島方面へ向かう場合は、錨泊船に注意して航行すること。

大阪
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　阪神港（大阪区）に入出港する船舶は、港則法その他関係法規及び当マニュアルの記載事
項を遵守し、事故防止に努めなければならない。

（１）入出港する場合の一般的な注意事項
① 当マニュアルを船橋に備えつけ記載事項を守ること。
② 海図の整備

大阪区の最新の海図（改補したもの）W123、W150 Ａ、W1103（利用するバースに
よってはW1146、W1148）を備え付けること。

③ 国際ＶＨＦの聴守
国際ＶＨＦ（16ch）を必ず聴守し、呼び出しがあれば必ず応答すること。

こうべほあん 
おおさかマーチス 
おおさかポートラジオ 

呼 出 名 称 呼出 
応答 

通  信 
（ ）を優先使用 備  考 

16ch 
16ch 
16ch

海上保安庁（港長）あての港務通信 
南港水路通航に関する通信 
港湾管理者あての港務通信 

12ch 
13ch、 14ch、  66ch

11ch、12ch、18ch（19ch）、（20ch） 

（２）けい留の方法
① 着岸に際しては、指定した位置（昼間：Ｎ旗　夜間：青色点滅灯）に船橋が相対す
るように、立会人の指示に従って着岸させること。

② 投錨する場合は、他船の入出港の妨げにならないよう投錨すること。
③ 港湾施設を損傷させるような着離岸操船をしないこと。損傷させた場合は原状に復
し、又は損害を賠償すること。

④ その他　必要な操船援助のための船舶（ひき船、綱取ボート、警戒船等）を要請す
ること。

（３）パイロット
① 大阪湾は「強制水先区」の水域に設定されており、総トン数１万トン以上の船舶は
パイロットの乗船が義務付けられている。
必要時には、大阪湾水先区水先人会にオーダーすること。（P. ）

② パイロットステーション付近では、パイロットの乗下船のため大型船が減速するこ
とがあるので十分注意し航行すること。

１ 一般的注意事項
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大阪湾水先区水先人会　要請先

○事務所
〒650‒0042　神戸市中央区波止場町 1-5
電　話　078‒321‒2200　ＦＡＸ　078‒332‒4301
電　話　06 ‒ 6576 ‒ 1731（大阪支部）

　TELEX－ No. 720‒5622‒617 AAB（AUTO ANSWER BACK） 5622‒617　BAYKOB J
　申し込みは24時間受付けます。

○水先人の乗船場所（緯度・経度は世界測地系による）
1 ．阪神港大阪区
(1)大阪にて検疫を受ける船舶

検疫錨地
(2)その他の船舶

堺航路西方 2海里付近
2．阪神港大阪区を除く大阪湾内
(1)友ケ島沖

友ケ島灯台の南方7.0海里付近（概位北緯34度10.2分、東経134度59.8分）
(2)和田岬沖（内海水先人との引継場所）

神戸灯台から202度4.0海里付近
(3)湾内各港

各港の境界付近。但し、岸壁等係留場所においても乗船する。

○要請船として必要な注意事項
荒天のため通常の乗船位置では水先人が乗船できない時は、乗船しやすい適当な位置まで進航する
ようVHFで連絡することがあるので注意すること。
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（１）大阪湾
① 明石海峡～大阪区の航法
明石海峡方面と大阪区及び堺泉北区（浜寺航路以南を除く。）、尼崎西宮芦屋区又は神戸区
（神戸西航路以西を除く。）方面との間を東航又は西航しようとするときは、神戸沖第一号
灯浮標（北緯34度35分26秒、東経135度11分12秒）及び神戸沖第二号灯浮標（北緯34度35分
39秒、東経135度14分20秒）を左舷に見て航行すること。

② 由良瀬戸付近の航法
ａ．由良瀬戸での右側通行

由良瀬戸を通過しようとする船舶は、北緯34度15.9分の線と、北緯34度17.9分の線との間
においては、東経134度58.8分の線から150 m以上離れた右側を航行すること。

　　　ｂ．由良瀬戸の北方海域での航行経路
由良瀬戸を経て大阪湾を北航しようとする船舶及び大阪湾を南航して由良瀬戸に向かおう

とす船舶は、洲本沖灯浮標（北緯34度21.3分、東経135度00.5分概位）を左舷側に見て航行
すること。

2　　海上交通ルール

34-15.9N

34-17.9N

入航ルート 
 出航ルート 
入航ルート 
出航ルート 

神戸区 

尼崎 
西宮芦屋区 

阪神港 

大阪区 

堺泉北区 

整流ブイ 
（大阪灯標） 
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（２）阪神港大阪区
　～港則法に定める主なルール～
　港則法は海上衝突予防法の特別法として、港内の狭い水域に特別のルールを設け、船舶交通の安全
及び港内の整とんを図ることを目的としています。
①錨地の指定（港則法第 5 条）
大阪区内に停泊しようとする総トン数500トン以上の船舶は、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船
舶がけい留する施設にけい留する場合の外、港長から錨泊すべき場所（P.5 錨地参照）の指定を受
けなければならない。

②移動の制限（港則法第 7 条）
汽艇等以外の船舶は、港長の許可を受けた後でなければ、指定された錨地から移動してはならない。
③航路及び航法
●航路（港則法第11条及び第12条）
⒜汽艇等以外の船舶が阪神港（大阪区）に入出港する場合は、航路（大阪航路、堺航路）によらなけ
ればならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限

りではない。
⒝船舶は航路内においては次の場合を除き投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならな

い。
・海難を避けようとするとき
・運転の自由を失ったとき
・人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
・港長の許可を受けたとき
●航法（港則法第13条、第15条、第16条、第17条及び第18条）
⒜航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は航路を航行する他の船舶の進

路を避けなければならない。
⒝船舶は航路内においては、並列して航行してはならない。

⒞船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。

⒟船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

⒠汽船が港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防

波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
⒡港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければな

らない。（航走波により他船が舵をとられたり、船体、積荷に損傷を与えたり、係留索の切断等
の危険を生じさせないよう航行すること。）
⒢防波堤、ふとうその他工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行する時は、できるだけこれ

に近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。

⒣港内においては、汽艇等は汽艇等以外の船舶を小型船（500総トン以下）は汽艇等及び小型船
以外の船舶の進路を避けなければならない。大型船（500総トンを越える船舶）は、国際信号

旗数字旗「１」を掲揚しなければならない。
④ 進路の表示

入港時及び港内移動時は進路信号を表示しなければならない。（P.6 進路信号参照）
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検疫錨地 

阪神港大阪区における港区及び堺泉北区７区錨地について

（注）１．大阪区の錨地と隻数及び錨泊時間
第５区 １１隻 
第６区 ２隻

２．大阪区に入港する場合における堺泉北区の利用可能な錨地
７－Ｓ（面指定）
７－１３（３４－３６－０４Ｎ、１３５－２１－２２Ｅ） 
７－１４（３４－３５－３９Ｎ、１３５－２１－２３Ｅ） 
７－１５（３４－３５－１３Ｎ、１３５－２１－２３Ｅ） 
７－２１（３４－３５－３４Ｎ、１３５－２０－５７Ｅ） 
７－２２（３４－３５－０６Ｎ、１３５－２０－４３Ｅ） 
７－２３（３４－３４－３８Ｎ、１３５－２０－２２Ｅ） 

７－２５（３４－３６－００Ｎ、１３５－２０－４７Ｅ） 
７－２６（３４－３５－３４Ｎ、１３５－２０－２６Ｅ） 
７－２７（３４－３５－０８Ｎ、１３５－２０－０４Ｅ） 
７－２８（３４－３４－４０Ｎ、１３５－１９－４３Ｅ） 
７－３１（３４－３５－３５Ｎ、１３５－１９－４７Ｅ） 

原則として４８時間以内

電光表示板 
（大関門） 

電光表示板 
（南港関門） 

南港水路 

暫定
主航
路 

7-28 7-23

第５区   11 隻
※ 現在は停泊期間の制限延長が試行運用中のため、72時間以内
なお、阪神港大阪区の係留施設に着岸する船舶に限る。

※
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尻無川

木津川

大阪北港北灯台

舞洲

夢洲

咲洲

南港第二信号所

南港信号所

第６区

第５区
第４区

第１区

安治川

第２区

第３区

①

②

③

④ ⑤

⑥⑧

⑦

⑦

⑨

⑩

天保山大橋

港大橋

国際信号旗 AI Sで対応する進入コード
を踏まえた入力例 信　　文

 ２代・Ｈ  ＞ＪＰ ＯＳＡ Ｈ  第１区内の係留施設に向かって航行する。 ①
 ２代・２・Ｔ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ２Ｔ  第２区天保山大橋以西の係留施設に向かって航行する。 ②
 ２代・２・Ａ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ２Ａ  第２区天保山大橋以東の係留施設に向かって航行する。 ③
 ２代・３・Ｗ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ３Ｗ  第３区港大橋以西の係留施設に向かって航行する。 ④
 ２代・３・Ｅ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ３Ｅ  第３区港大橋以東の第５から第８号岸壁、尻無川又は大正内

 港の係留施設に向かって航行する。 ⑤
 ２代・３・Ｃ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ３Ｃ  第３区港大橋以東の南港コンテナ埠頭、Ｉ岸壁又はＧ岸壁に

 向かって航行する。 ⑥
 ２代・３・Ｋ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ３Ｋ

 第３区港大橋以東の係留施設（第５から第８号岸壁、尻無川
 若しくは大正内港の係留施設、南港コンテナ埠頭、Ｉ岸壁又は
 Ｇ岸壁を除く。）に向かって航行する。

⑦
 ２代・４・Ｎ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ４Ｎ  第４区南港北防波堤灯台と南港信号所を結んだ線以北の係

 留施設に向かって航行する。 ⑧
 ２代・４・Ｓ  ＞ＪＰ ＯＳＡ ４Ｓ  第４区の係留施設（南港北防波堤灯台と南港信号所を結ん

 だ線以北の係留施設を除く。）に向かって航行する。 ⑨
 ２代・５  ＞ＪＰ ＯＳＡ ５  第５区の係留施設に向かって航行する。 ⑩

　  ＞ＪＰ ＯＳＡ ＯＦＦ  目的港の港内又は境界付近で錨泊しようとする場合

　  ＞ＪＰ ＯＳＡ ＸＸ  上記以外の目的
 港内での進路

　　　　　　　　　　　　 進 路 信 号
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信号所の名称 

（注）１．管制船舶は、管制水路を入出航する予定日の時刻を前日の正午までに通報 
２．管制対象船とは、入航又は出航信号の際に反航できない船舶 

管制船舶等 管 制 水 路 の 区 域

南港信号所 
34－37－20Ｎ 
135－25－20Ｅ〔 

南港第二信号所 
34－37－13Ｎ 
135－24－09Ｅ〔 

管制船舶 
5,000総トン以上 

管制対象船舶 
500総トン以上 

【南港水路】 
１大阪南港北防波堤灯台から113度570ｍの
地点、２大阪南港北防波堤灯台から213度70
ｍの地点、３大阪南港北防波堤灯台から298
度30分520ｍの地点、４大阪南港北防波堤灯
台から141度660ｍの地点、５大阪南港北防
波堤灯台から204度380ｍの地点、６大阪南
港北防波堤灯台から269度30分620ｍの地点、
１～６を順に結んだ線により囲まれた海面 

航行管制水路
　阪神港大阪区においては、港則法第 条に基づき、次の水路において一定トン数以
上の大型船舶の行会いを防止するため、航行管制を行っているので、信号所の発する信
号に従って航行しなければなりません。



南港信号所、南港第二信号所の位置及び信号の方法並びに信号の意味 

南港信号所 信号所の位置 北緯３４度３７分２０秒、東経１３５度２５分２０秒 

南港第二信号所 信号所の位置 北緯３４度３７分１３秒、東経１３５度２４分９秒 

信号の方法 信号の意味 

入航船は、入航することができること。 
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。 
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 

出航船は、出航することができること。 
総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待た
なければならないこと。 
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 

総トン数五千トン以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待た
なければならないこと。 
総トン数五千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。 
総トン数五千トン未満の入出航船は、入出航することができること。 

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内にお
いて航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。 
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 
信号が、間もなくⅠの文字の点滅に変わること。 

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内にお
いて航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。 
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 
信号が、間もなくＯの文字の点滅に変わること。 

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内にお
いて航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。 
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 
信号が、間もなくＦの文字の点滅に変わること。 

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船
の進路を避けて待たなければならないこと。 
信号が、間もなくＸの文字の点灯に変わること。 

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 

Ⅰの文字の点滅 

Ｏの文字の点滅 

Ｆの文字の点滅 

Ｘの文字及び 
Ⅰの文字の交互点滅 

Ｘの文字及び 
Ｏの文字の交互点滅 

Ｘの文字及び 
Ｆの文字の交互点滅 

Ｘの文字の点滅 

Ｘの文字の点灯 

※南港信号所表示方式の変更

板

五十五度、二百七十五
度及び三百五十五度方
向に面する信号板による 
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9

 新島建設工事に伴い、付近海域の船舶交通の安全を確保するため、次のとおり航行等の
  制限が実施されています。



11 －　－

夢 洲 

南港水路 

大関門付近 

南港関門 

暫定
主航
路 

電光表示板・大関門 

電光表示板・南港 

合流部 

総トン数500トンを越える 
大阪航路からの出港船 

総トン数500トン 
以下の船舶 

午前７時～８時の間 
総トン数500トンを越える 
大阪航路からの出港船は
通航を避けて下さい。 

新島
・夢
洲間
水路
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（３）調整について
港湾局では前日までに総トン数５百トンを超える船舶の入出港に関係する時刻の情報を入

手するとともに各船の予定を総合し、前述（1）に該当する状況が発生するおそれがないか確
認を行います。発生するおそれがある場合は、次の調整の設定原則に従って、通航時刻等に
ついて調整を行う船（以下、「調整船」という。）及びその調整の対象となる船舶（以下、「対
象船」という。）を設定します。

① 大関門付近における調整設定の原則
次の表に示す船舶の行き会いが大関門付近において発生する可能性がある場合○印
のついた船が調整船になります。

出 港 船
総トン数１万トン以上 
総トン数５百トン超～１万トン未満 
総トン数１万トン以上 

○ 
総トン数１万トン以上 
総トン数１万トン以上 
総トン数５百トン超～１万トン未満 

○ 

○ 

入 港 船

調整船は対象船と大関門付近で行き会うことがないように通航時刻等について調
整を行う必要があります。

　　　ただし次のような場合は上記の原則によらない場合があります。
⒜同一バースにおける入れ替え等の場合
⒝南港関門～大関門の間を航行するシフト船がある場合
⒞緊急時のやむを得ない事情がある場合

② 合流部における調整設定の原則
総トン数５百トンを超える大関門への入港船舶と南港信号所及び南港第二信号所の
管制に従って南港から出港する総トン数５千トン以上の船舶が合流部において行き
会うおそれがある場合は、前者が調整船になり、後者が対象船になります。

　調整船は、対象船と合流部で行き会うことがないように通航時刻等について調整を
行う必要があります。

11



（４）大関門付近・合流部航行上の注意
航行する際は次の事項に注意して航行して下さい。
① 航行開始前に、代理店等を通じて同時間帯の他の船舶の航行状況の把握に努めて下
さい。また自船が航行する時間帯の調整の設定の有無を確認して下さい。

② 当該区域を航行中は、行き会い船（総トン数５百トン超）の有無を、後述の電光表
示板で確認するとともに必要に応じて「おおさかポートラジオ」を呼出して確認し
て下さい。

③ 自船と行き会う可能性がある船舶に対しては、国際ＶＨＦ等で互いに連絡を取り合
い、相手船の動向について直接確認するよう努めて下さい。
特に調整船と対象船は互いに合流部及び大関門付近での調整方法を確認した上で航
行して下さい。

④ 南港入港船はあらかじめ主航路の右寄りを航行して下さい。
⑤ 南港関門～大関門間のシフトについて
⒜南港関門→大関門
大関門～合流部間での滞留を防止するため、運航調整担当者と打ち合わせのうえ、
できる限り大関門付近での運航調整を必要としない時間帯を選定して下さい。

⒝大関門→南港関門
南港水路の管制対象船は、大関門での運航調整が困難なケースが予想されるため、
事前に運航調整担当者と打ち合わせを行って下さい。

図：大関門～合流部における主な船舶の動向

夢 洲 

ABD

D

C

A

A′ 

B

Ａ及びＡ’大関門からの出港船 
Ｂ 大関門への入港船 
Ｃ 南港からの出港船 
Ｄ 南港入港船 

大阪南港第二号灯浮標 

合流部 

大関門付近 

南港関門 

南港水路 
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（５）管理区域付近航行上の注意

13

・ 新島建設工事に伴う航泊禁止区域は、令和5年12月11日に設定解除されました。



(６)各代理店、関係者の方へのお願い
(７)入出港に関する時刻等の連絡
各代理店又は、船舶の入出港時間に関する業務の担当者は、総トン数５百トンを超え
る船舶について（下表）に記載の事項を運航調整担当まで連絡してください。

(８)入出港予定表の配布
運航調整の担当は①の連絡を集約し、調整の設定（調整船及び対象船を設定）をする
とともに、設定状況を記載した翌日分の入出港予定表を作成します。これの入手は、
大阪港湾局のホームページ（裏表紙：情報確認先一覧）及び、大阪港航行安全情報

(９)船舶への連絡
各代理店及び船舶の入出港時間に関する業務の担当者は、②の予定表の内容を担当す
る船舶に伝えて下さい。

(１０)入出港時間の変更について
船舶の入出港時刻等について変更が生じた場合は、速やかに運航調整担当まで連絡し
て下さい。

(１１)変更の周知
入出港時刻の変更等により、調整の設定が不要になった場合、または、新たに調整の
設定が必要になった場合は、その変更の影響を受ける船舶の代理店、関係者へ連絡し
ます。

(１２)その他
本書記載の内容についての船舶への周知についてご協力をお願いします。

　　　港湾局運航調整担当連絡先　　　
電　話　06 － 6615 － 7073

① 入港時

⒜船名

⒝総トン数

⒟次の時刻のうちいずれか

イ．友が島通過時刻

ロ．明石海峡通過時刻

ハ．大阪湾内の港湾出港時刻

二．抜錨時刻及び錨地（錨泊時）

⒠阪神港大阪区港外到着予定時刻

⒡水先人乗船予定時刻（乗船の有無）

⒢大関門、南港関門通過予定時刻

⒣着岸予定時刻

② 出港時

⒜船名

⒝総トン数

③ 離岸時刻

④ 大関門・南港関門通過予定時

⑤ 水先人乗船の有無

センターのホームページを御利用下さい。（P.17）
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4　　情報連絡・提供
（１）「おおさかポートラジオ」への連絡及びポートラジオからの情報提供

　阪神港大阪区に入出港する外航船、および総トン数500トン超内航船は、次のとおり、国際ＶＨＦ
により「おおさかポートラジオ」に必要な事項を連絡して下さい。「おおさかポートラジオ」から
は、入港スケジュール、他船行き会い情報、その他必要な情報を提供します。
　また、航行管制や航行制限区域の運航調整のため、時間調整が必要な場合も連絡しますの
で、ご協力お願いします。

【入港時】
●ハーバーパイロットが乗船する船舶の場合     

通報する時間帯 船舶から通報する情報
ポートラジオから
提供する情報

1  入港 2時間前 ･Ｐ／Ｓ 到着予定時刻 ･パイロット着次第乗船   
又は必要な時間調整

2  入港 1時間前において
　　変更などが生じた場合

･Ｐ／Ｓ 到着予定時刻の
変更

･パイロット着次第乗船
　　又は必要な時間調整

3  関門約20分前
( ハーバーパイロット
乗船 )

･ Ｂ／Ｗ 通過予定時刻 ･港内他船行き会い情報

●パイロットが乗船しない船舶の場合     

通報する時間帯 船舶から通報する情報
ポートラジオから
提供する情報

1  入港 2時間前 ･Ｂ／Ｗ 通過予定時刻 ･入港スケジュール

2  入港１時間前において
変更などが生じた場合

･Ｂ／Ｗ 通過予定時刻の
変更

･入港スケジュール
･港内他船行き会い情報

呼び出し応答：　16ch

通 常 交 信：（20ch)･(19ch）・11ch・12ch・18ch

※（　）を優先使用

Ｐ／Ｓ：　Pilot Station

Ｂ／Ｗ：　Break Water
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【出港時または港内シフト時】

通報する時間帯 船舶から通報する情報
ポートラジオから
提供する情報

① 離岸前（シングルアップ時） ･離岸予定時刻 ･港内他船行き会い情報

② 離岸前の連絡以降に変更
が生じた場合

･離岸予定時刻 ･港内他船行き会い情報

＊大関門、南港関門を通過する港内シフトの場合も含む。

【錨泊時】

時　間　帯 船舶から通報する情報 ポートラジオからの情報

① 友が島／明石海峡通過時 ･投錨予定時刻

② 投錨後 ･投錨時刻
　／ポジション

･入港スケジュール

③ 抜錨時 ･沖スタート時刻
･Ｂ／Ｗ通過予定時刻

･港内他船行き会い情報

●港内他船行き会い船情報は、総トン数500トン超の船舶を対象に連絡します。

●後述の電光表示板に表示された内容の詳細については、国際ＶＨＦにより「おおさかポートラジ

オ」を呼び出し、問い合わせてください。

●「おおさかポートラジオ」から連絡した内容の変更、または追加について直ちに連絡できるよう、

16ch の聴守をお願いします。
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（２）大阪港航行安全情報センターによる情報提供

　当センターでは次により24時間情報提供しております。

○インターネットによる情報提供

○電話による工事情報等の情報提供　06 ‒ 6612 ‒ 4363

　○ポーリングＦＡＸによる情報提供
・大阪港入出港マニュアル 06 ‒ 6612 ‒ 7493

　　・運航調整一覧　　　　　　　　　06 ‒ 6612 ‒ 8264

○ 廃棄物の輸送に係る情報提供

○ 電光表示板による入出港船舶の動静情報提供

①インターネットによる情報提供
大阪港航行安全情報センターのホームページ
○トップページ

　〔URL　http://www.osakaharbor-info.com/〕
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②廃棄物の輸送に係る情報提供
大阪湾広域臨海環境整備センターによる大阪沖埋立処分場（新島第 1 区）への廃棄物の輸送が平

成 21 年 10 月から始まり、廃棄物運搬船の動静情報をホームページに掲載しています。

大阪基地からの運航ルート 堺基地からの運航ルート 和歌山基地からの運航ルート 

洲本沖灯浮標 

通報ライン 

通報ライン 

通報ライン 
阪南向け 
通報ライン 

合流部 合流部 合流部 

大阪沖埋立処分場廃棄物運搬船動静情報
平成 22 年 2月 12 日（金曜日）予定

番号 船　種 船　　名 バージ
能力 船舶電話 積出基地

基地発
（仕出地発）
時間

通報ライン
入域時間
出域時間

合流部
時間

処分場
着桟時間

出　　域
処分場
離桟時間 仕向地

1 押船 /バージ Ａ丸 1200 ㎥ 090-XXXX 堺
07：05

08：10 08：30
11：15

2 押船 / バージ B 丸 1600 ㎥ 090-XXXX 大阪 （西宮）
07：15

08：00 08：15 08：3511：30

3 押船 / バージ C 丸 1200 ㎥ 090-XXXX 堺 08：05 09：10 09：3012：45

4 押船 / バージ D 丸 1200 ㎥ 090-XXXX 堺 11：35 12：40 13：0015：40

5 押船 / バージ E 丸 1600 ㎥ 090-XXXX 大阪 （大阪）
11：40

12：25 12：45 13：0016：05

大阪港航行安全情報センター
TEL　06-6612-4363
月 日　 　作成

大阪
航路

大阪
航路

大阪
航路
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06：25

07：25

10：45

10：30 堺

11：00 西宮

12：00 堺

15：30 阪南港

15：30 西宮



③電光表示板による情報提供
大関門及び南港関門付近に設置された電光表示板により、総トン数５百トンを超える入出港船舶

の動静情報を表示します。

● 入港時
暫定主航路に沿って入港しようとする場合…図中Ａ，Ｃの電光表示板の表示を確認して下さ
い。

● 出港時
⒜大阪航路に沿って大関門から出港する場合…図中Ｂの電光表示板の表示を確認して下さい。
⒝南港関門から出港する場合…図中Ｄの電光表示板の表示を確認して下さい。

舞洲 此花 

咲洲 北埠頭 

南埠頭 

暫定
主航
路 

夢洲 

北 

西 東 

南 

阪
神
港
港
界

南港水路 
電光表示板（南港） 

電光表示板（大関門） 

東面 
D

東面 
B

西面 
C

西面 
A

B-b

B-a

D-b

D-c

D-a

大阪沖埋立処分場 
大阪
航路
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●入港時

●出港時
（ａ） 

（ｂ） 

Ｄ－ａが　で点灯時 

Ｄ－ａが　で点滅時 

Ｄ－ａが　で点灯時 

南港（南港関門）への入港船（総トン数５百トン超）はない。 

南港（南港関門）への入港船（総トン数５百トン超～５千トン未満）がある。 

南港（南港関門）への入港船（総トン数５千トン以上）がある。 ↓ 

↓ 

Ｄ－ｂが　で点灯時 

Ｄ－ｂが　で点滅時 

Ｄ－ｂが　で点灯時 

内港（大関門）からの出港船（総トン数５百トン超）はない。 

内港（大関門）からの出港船（総トン数５百トン超～１万トン未満）がある。 

内港（大関門）からの出港船（総トン数１万トン以上）がある。 ← 

← 

Ｄ－ｃが　で点灯時 

Ｄ－ｃが　で点滅時 

Ｄ－ｃが　で点灯時 

内港（大関門）への入港船（総トン数５百トン超の船舶）はない。 

内港（大関門）への入港船（総トン数５百トン超～１万トン未満）がある。 

内港（大関門）への入港船（総トン数１万トン以上）がある。→ 

→ 

Ｂ－ａが　で点灯時 

Ｂ－ａが　で点滅時 

Ｂ－ａが　で点灯時 

Ｂ－ｂが　で点灯時 

内港（大関門）への入港船（総トン数５百トン超）はない。 

内港（大関門）への入港船（総トン数５百トン超～１万トン未満）がある。 

内港（大関門）への入港船（総トン数１万トン以上）がある。 

内港（大関門）出港船（総トン数５百トン超）は、出港自粛時間帯である。 

↓ 

↓ 

× 

電光表示板の表示 表示の意味 

Ａが　で点灯時 

Ａが　で点滅時 

Ａが　で点灯時 

Ｃが　で点灯時 

Ｃが　で点滅時 

Ｃが　で点灯時 

内港（大関門）からの出港船（総トン数５百トン超）はない。 

内港（大関門）からの出港船（総トン数５百トン超１万トン未満）がある。 

内港（大関門）からの出港船（総トン数１万トン以上）がある。 

南港（南港関門）からの出港船（総トン数５百トン超）はない。 

南港（南港関門）からの出港船（総トン数５百トン超～５千トン未満）がある。 

南港（南港関門）からの出港船（総トン数５千トン以上）がある。 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 
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阪
神
港
港
界

Ｎ 

舞 洲 

夢 洲 

咲 洲 

区 界

堺
航
路

東面 D 東面 D東面 D

東面 B 東面 B東面 B

表示エリア 

表示エリア 

電光表示板の表示例 
【内港・南港への入港船が共にある場合】 

内港入港船Ａ丸が入出港表示切替 
ラインに入域した時

１万G/T以上の場合 
は点灯、1万G/T未満 
では点滅の矢印の 
表示となる 

大関門を通航し 
た時点で棒状の 
点灯となる 

内港入港船Ａ丸が入出港表示切替 
ラインから出域した時

入港船Ａ丸 
切替ライン出域 

入港船Ｂ丸 
切替ライン出域 

入港船Ｂ丸 
切替ライン入域 

入港船Ａ丸 
切替ライン入域 

入港船表示切替ライン 

南港関門入出港表示切替ライン 南港関門入出港表示切替ライン 

大関門入出港表示切替ライン 

南港入港船Ｂ丸が入出港表示切替 
ラインに入域した時

南港入港船Ｂ丸が入出港表示切替 
ラインから出域した時

《内港側》 
入港船が１万G/T以上の場合は 
点灯、1万G/T未満では点滅の 
矢印の表示となる 
《南港側》 
入港船が５千G/T以上の場合は 
点灯、５千G/T未満では点滅の 
矢印の表示となる 

入港船が 
大関門・南港関門を 
通航した時点で 
棒状の点灯となる 

注）内港側の入出港がない場合は矢印の表示はありません 

航行
制限
区域
 大阪沖埋立処分場 

南港水路 

大阪航路
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神
港
港
界

Ｎ 

舞 洲 

夢 洲 

咲 洲 

区 界

堺
航
路

東面 D 東面 D東面 D

表示エリア 

電光表示板の表示例 

出港船Ｃ丸 
切替ライン出域 

出港船Ｃ丸 
切替ライン入域 大関門入出港表示切替ライン 

内港出港船Ｃ丸が入出港表示切替 
ラインに入域した時

内港出港船Ｃ丸が入出港表示切替 
ラインから出域した時

《内港側》 
出港船が１万G/T以上の場合は 
点灯、1万G/T未満では点滅の 
矢印の表示となる 

出港船が大関門を 
通航した時点で 
棒状の点灯となる 

航行
制限
区域
 

内港出港船表示切替ライン 

表示エリア 

【内港より出港船がある場合】 

内港出港船Ｃ丸が入出港表示切替 
ラインに入域した時

１万G/T以上の場合 
は点灯、1万G/T未満 
では点滅の矢印の 
表示となる 

大関門を通航し 
た時点で棒状の 
点灯となる 

内港出港船Ｃ丸が入出港表示切替 
ラインから出域した時

西面 A 西面 A 西面 A

大阪沖埋立処分場 

南港水路 路
水港

南
 

大阪航路
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舞 洲 

夢 洲 

咲 洲 

区 界

堺
航
路

大阪沖埋立処分場 

表示エリア 

電光表示板の表示例 

出港船Ｄ丸 
切替ライン入域 

出港船Ｄ丸 
切替ライン出域 

南港関門入出港表示切替ライン 

南港出港船Ｄ丸が入出港表示切替 
ラインに入域した時

南港出港船Ｄ丸が入出港表示切替 
ラインから出域した時

出港船が５千G/T以上 
の場合は点灯、 
５千G/T未満では点滅の 
矢印の表示となる 

出港船が南港関門を 
通航した時点で 
棒状の点灯となる 

航行
制限
区域
 

南港出港船表示切替ライン 

西面 C

【南港より出港船がある場合】 

西面 C 西面 C

南港水路 

大阪
航路
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5　　ポートサービス
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c. 本船の船型及び操縦性能

d. バースの使用状況

e. 水深と喫水との関係により操船水域が制限される場合

f. 特例としてのひき船使用基準（水先人乗船の場合）

コンテナ船の追加タグ要請基準が令和 3 年 10 月に以下の通り変更となりました。

平均風速 10m/s 以上：追加タグを要請する。

ただし、80,000 総トン以上のコンテナ船については次による。 

平均風速 6m/s 以上 ：バウスラスターの能力に応じ、追加タグを要請する。 

平均風速 7m/s 以上 ：追加タグを要請する。 

平均風速 10m/s 以上：さらに追加タグを要請する（タグ合計 3 隻使用）。 

（タグ 3 隻使用時は、船尾に 2 隻のタグを想定）

③ バウスラスター所定馬力：使用可能最大馬力

本船総トン数 BT 馬力 本船総トン数 BT 馬力 

5,000 トン未満 400PS 以上 25,000～40,000 トン未満 1,200PS 以上 

5,000～7,000 トン未満 600PS 以上 40,000～50,000 トン未満 1,400PS 以上 

7,000～15,000 トン未満 800PS 以上 50,000～70,000 トン未満 2,000PS 以上 

15,000～25,000 トン未満 1,000PS 以上 70,000 トン以上 その都度検討 
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タグへの号令用語集

・タグに指示を出す時は、指示ごとにタグの船名を最初に呼んで下さい。
・押し、引きの強弱は通常はタグの機関の設定で表現します。

DEAD SLOW→SLOW→HALF→FULL

弱く　　　　　　　　　　　　　強く 

・阪神港大阪区のタグは、「プッシャー型」で通常の作業ではタグの船首からタグライン
を出すタイプです。従って押させる場合タグの機関は AHEAD ENG. 引かせる場合は
ASTERN ENG. となります。
・押、引き、の際に方向を指示する場合は、自船の船首方向を 12 時とする時計方式（12
方位方式）で指示して下さい。

 
STOP（STOP ENGINE） 

PUSH 
PUSH FULL（FULL AHEAD） 
PUSH HALF（HALF AHEAD） 
PUSH SLOW（SLOW AHEAD） 
PUSH DEAD-SLOW（D'SLOW AHEAD） 
KEEP PUSHING 

PULL 
PULL FULL（FULL ASTERN） 
PULL HALF（HALF ASTERN） 
PULL SLOW（SLOW ASTERN） 
PULL DEAD-SLOW（D'SLOW ASTERN） 
KEEP PULLING 

（DIRECTION） 
PUSH （1～12）O'CLOCK 
PULL （1～12）O'CLOCK 
KEEP THAT DIRECTION 

TAKE TUG-LINE 
LET GO TUG-LINE

COMMANDING INSTRUCTION
ENGINE IN NEUTRAL（機関中立） 

STRONG（強く） 

WEAK（弱く） 

STRONG（強く） 

WEAK（弱く） 

CLOCKWISE PUSHING DIRECTIONS（1～12） 
CLOCKWISE PULLING DIRECTIONS（1～12） 

MEANING（指示の意味） 
ストップエンジン

押せ 
フルで押せ
ハーフで押せ
スローで押せ
デッドスローで押せ
押し続けよ（押付け） 

引け 
フルで引け
ハーフで引け
スローで引け
デッドスローで引け
引き続けよ 

（1～12）時方向へ押せ 
（1～12）時方向へ引け 
その方向を保持せよ 

タグラインとれ
タグライン放せ

日本語指示号令 

TERMS DESCRIBING VESSEL PARTS
船体の部位を示す言葉

FORECASTLE（FORECASTLE DECK) 船首楼甲板
POOP（POOP DECK）/QUARTER（QUARTER DECK） 船尾楼甲板
BOW 船首
STERN 船尾
MID-SHIP 船体中央

PORT 左舷
STARBOARD 右舷

※留意点
タグへの指示は、この用語集に記載の言葉を組合わせて平易な表現を用いて下さい。
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6　　その他の法令
（１）国際船舶・港湾保安法

　　船舶保安情報の通報について

　　外国から日本に入港しようとする船舶の皆さんへの重要なお知らせです。

　　　平成16年 7 月 1 日から、テロ対策として改正SOLAS条約及び国際船舶・港湾保安法が施行され、

外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、日本への入港前に、所定の海上保安部署に対し

て「船舶保安情報」の通報が必要となります。

　　※ この通報は、日本船／外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日本に入港し

ようとするすべての船舶に義務付けられます。

　　※ この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域（東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいい

ます。）に入域する場合も必要となります。

※ この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。

　（したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内の航海では必要ありません。）

　◆ 通報の時機はいつですか？

　　＊ 入港24時間前までに通報してください。

　　　ただし、特定海域にある港に入港する場合には、特定海域に入域する24時間前までに通報して

ください。

◆ 通報先はどこですか？

　　＊ 入港する港を管轄する海上保安部署に通報してください。

　日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署に通報してくだ

さい。（詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせ下さい。）

　◆ その他、通報の方法はどうなっていますか？

　　＊ 通報者・・・・船長のほか、所有者やそれらの代理人（代理店等）もＯＫ

　　＊ 通報手段・・・ＮＡＣＣＳのほか、ＦＡＸ、書面の郵送・手交等もＯＫ

◆ 荒天等、やむを得ない理由で24時間前までに通報して入港できない場合は、どうすればいいので

しょうか？

　　＊ 直ちに、所定の通報先に通報してください。

　ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港後直ちに通報し

てください。（詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせください。）
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7　　台風等
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おおさかマーチス　から CH16(CH13、14、66 に

おおさかマーチス　から CH16(CH13、14、66 に
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おおさかマーチス　から CH16(CH13、14、66 に
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8   漁業操業情報
イカナゴ（新子）漁について

ます。

　そのため、一般船舶が正規の航路を航行出来ず漁船を避けながら航路を反航したり、可航
域が無くなり立ち往生することがあります。海上保安庁の巡視船が警戒に当たっていますが、
船曳漁船の操業形態に留意して安全な航行に注意してください。
　大阪湾海上交通センターでは、操業期間中、ファックス、ラジオ放送及びインターネット

たり、情報を得たいときなどは、大阪湾海上交通センターまで無線または電話にてお問い合
わせください。

　　　大阪湾海上交通センター（大阪マーチス）

ラジオ放送（中短波）　１６５１kHz 日本語（毎時１５分、４５分）
２０１９kHz 英　語（毎時００分、３０分）

ホームページ　http ://www6.kaiho.mlit.go.jp/osakawan/

44

運用管制課
　078 ( 381 ) 9273（ 平日 08:30 ～ 17:15 まで ）
　078 ( 302 ) 8101（ 土日祝日 及び 平日時間外 ）
情報課
　078 ( 381 ) 9263

電話



流 

阪神港 阪神港 神戸区 
大阪区 

堺泉北区 

尼崎 
西宮芦屋区 
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改版履歴

発行日 改版内容

平成22年3月 初版策定

平成29年3月 主な変更点

　・改正港則法施行により、「雑種船」を「汽艇等」へ変更（P.4、P10）

　・錨地運用について、第6 区削除及び停泊期間制限延長の文言追記（P.5）

　・新島航泊禁止区域における禁止事項の改訂（P.9）

　・「管理区域」から「航泊禁止区域」の説明へ変更（P.13）

　・廃止に伴いポーリングFAX の文言削除（P.14、P.17）

　・「国際船舶　・港湾保安法」の項目削除（P.26）

　・津波対応要領の追記（P.31-36）

　・情報確認先一覧の改訂

平成29年6月 　・航泊禁止区域の変更に伴い、各航泊禁止区域図の変更

　・大阪港台風災害防止措置実施要領の更新（P.27）

　・改版履歴追加

平成30年4月 　・南港信号所表示方式変更（P.8）

　・航行等の制限に関連する行政指導事項から「大阪港主航路浚渫工事に伴い」

　　の文言削除（P.9）

平成30年7月 　・大阪港台風等災害防止措置実施要領における措置区分名称変更（P.27～）

　・船舶津波対応要領における港長の勧告区分の名称変更（P.34～）

令和元年5月 　・内港航路から大阪航路に変更及び安治川航路廃止に伴う地図変更等

　・14000TEU 型コンテナ船ひき船配備について追記（P.24）

令和2年7月 　・錨泊自粛勧告等追記により大阪港台風等災害防止措置実施要領更新（P.27～）

　・航泊禁止区域の変更（P.9、P.13 他）

令和2年8月 　・大阪港台風等災害防止措置実施要領更新（P.27～）

　・船舶津波対応要領更新（P.35～）

令和3年11月 　・コンテナ船タグ要請基準変更（P.25）

　・大阪港台風等災害防止措置実施要領更新（P.28～）

　・船舶津波対応要領更新（P.36～）

令和4年6月 　・港則法改正に伴う条ずれの訂正（P.4）

令和5年11月 　・木津川運河信号所廃止に伴う変更（P.3、P.5、P.6、P.7）

令和5年12月 　・新島建設工事に伴う航泊禁止区域設定解除に伴う変更

　　（P.3、P.5、P.6、P.9、P.10、P.12、P.13、P.18、P.19、P.21、P.22、P.23）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪港入出港マニュアル 

令和 5年 月改版 
発行者 大阪港湾局計画整備部海務課 

〒552-0022 
大阪市港区海岸通 3丁目 4番 28号 
TEL ：06-6571-1966 
 
大阪港航行安全情報センター 
〒559-0034 
大阪市住之江区南港北 1丁目 14番 16号 
大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）44階 
TEL ：06-6612-4363 
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情 報 確 認 先 一 覧
　確認したい情報 確　　認　　先
大阪港の施設全般

大阪港の海上工事情報
入出港船舶情報

おおさかポートラジオ情報
運航調整連絡
入出港船舶情報

阪神港長手続関係
港則法関係

大阪湾の海上保安情報
ＩＳＰＳ関係

大阪湾の海上交通情報

大阪湾水先区水先人会

大阪港湾局
Osaka Port  and Harbour  Bureau

https://www.city.osaka.lg.jp/port/index.html

大阪港航行安全情報センター
The Osaka harbor Information Center for Security of Ship Naviga tion 

http://www.osakaharbor-info.com/top.html

株式会社東洋信号通信社

https://www.toyoshingo.co.jp/

大阪海上保安監部
Osaka　Coast　Guard　Office

https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/osaka/

第五管区海上保安本部
5th Regional Coast Guard Headquarters

https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/

大阪湾海上交通センター
Osaka Martis

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/osakawan/

大阪湾水先区水先人会

http://www.osaka-baypilot.jp/WWW/indexA.html

大阪の気象情報

大阪湾の漁業

ＰＩ保険加入義務

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters, JMA

大阪府環境農林水産部水産課
Fisheries Division,Osaka Prefectual Government

http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/suisan/

近畿運輸局海上安全環境部監理課

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/koutsu/hune/index.htm

https://www.jma-net.go.jp/osaka/


